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平成27年９月17日（木曜日） 

 

○出席議員（13名） 

    議 長  生  田  勇  人 君     ７ 番  恩  道  正  博 君 
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上 出   功 君 

  

消防本部次長兼消防署長 水 野 博 幸 君 

○職務のため出席した事務局職員
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事 務 局 次 長 助 田 有 二 君 
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○議事日程（第３号） 

  平成27年９月17日  午後１時00分開議 

 日程第１ 

  議案一括上程 

  議案第58号 平成27年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  議案第59号 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について 

  議案第60号 請負契約の締結について 

        〔内灘町総合公園屋内多目的広場建設工事（建築）〕 

  議案第61号 請負契約の締結について 

        〔内灘町総合公園屋内多目的広場建設工事（電気設備）〕 

  議案第62号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 

  提案理由の説明 

 日程第２ 

  議案一括上程 

  議案第49号 平成27年度内灘町一般会計補正予算（第３号）から 

  議案第61号 請負契約の締結について 

        〔内灘町総合公園屋内多目的広場建設工事（電気設備）〕まで及び 

  認定第１号 平成26年度内灘町一般会計歳入歳出決算認定についてから 

  認定第７号 平成26年度内灘町水道事業会計決算認定についてまで 

  請願第４号 「平和安全法制」２法案に反対する意見書の提出を求める請願 

 日程第３ 

  議会議案第７号 内灘町議会会議規則の一部を改正する規則の提出について 

  議会議案第８号 内灘町議会傍聴規則の一部を改正する規則の提出について 

 日程第４ 

  議会議案第９号 内灘町議会政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例の提出について 

  議会議案第10号 内灘町議会政務活動費の交付に関する規程を廃止する規程の提出について 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時00分開議 

    ○開   議 

○議長【生田勇人君】 皆さん、ご苦労さま

です。 

 ただいまの出席議員は13名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 
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○議長【生田勇人君】 本日の会議に説明の

ため出席をしている者は、９月１日の会議に

配付の説明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○追加議案の上程 

○議長【生田勇人君】 日程第１、追加議案

の上程を行います。 

 議案第58号平成27年度内灘町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）から議案第62号

監査委員の選任につき同意を求めることにつ

いてまでの５議案を一括して議題といたしま

す。 

 なお、追加提出された議案につきましては、

お手元に配付してあります議事日程第３号に

記載のとおりでありますので、ご了承願いま

す。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【生田勇人君】 町長より追加議案に

対する提案理由の説明を求めます。川口克則

町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 議員各位におかれま

しては、連日にわたり慎重なるご審議を賜り、

まことにありがとうございます。 

 さて、先週末、東北や関東地方を中心に50

年に一度の記録的な大雨となり、関東地方で

は初めてとなる大雨特別警報が発令されまし

た。茨城県や宮城県では、河川の堤防が決壊

し家屋の流失や床上浸水に加え、土砂災害が

起こるなど、各地で甚大な被害が出ておりま

す。 

 被災された地域の皆様に対しまして、心よ

りお見舞い申し上げますとともに、一日も早

い復興をお祈り申し上げます。 

 それでは、ただいま追加提案いたしました

議案につきまして、提案理由の説明を申し上

げます。 

 議案第58号 平成27年度内灘町国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）につきまして

は、歳入歳出それぞれ３億5,900万円を追加し、

歳入歳出の総額をそれぞれ35億1,040万円と

するものでございます。 

 補正内容につきましては、国民健康保険財

政の安定化を図るための保険財政共同安定化

事業について、平成27年度の制度改正に伴い

当該事業に係る拠出金に予算不足が生じるこ

とから、増額補正を計上した次第でございま

す。 

 議案第59号 非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部を改正する条例につき

ましては、被用者年金制度の一元化等を図る

ための厚生年金保険法等の一部を改正する法

律の施行等に伴い、厚生年金と共済年金の一

元化を図り負担や給付の仕組みを統一するな

ど、所要の改正でございます。 

 議案第60号及び議案第61号 請負契約の締

結につきましては、内灘町総合公園屋内多目

的広場建設工事に係る建築及び電気設備につ

いて制限つき一般競争入札の結果、それぞれ

落札者となった企業と工事請負契約を締結す

るため、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 議案第62号 監査委員の選任につき同意を

求めることにつきましては、現委員の三松梅

治氏が平成27年９月18日をもって任期満了を

迎えるため、その後任として豊原菊生氏を選

任いたしたく、地方自治法第196条第１項の規

定により議会の同意を求めるものでございま

す。 

 以上、追加議案の提案理由につきましてご

説明申し上げました。適切なるご決議を賜り

ますよう、お願いを申し上げます。 

○議長【生田勇人君】 提案理由の説明は終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【生田勇人君】 これより追加議案に

対する質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。――質疑なしと認め
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ます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案等の委員会付託 

○議長【生田勇人君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております５議案のうち、

議案第58号から議案第61号までの４件につき

ましては、お手元に配付いたしてあります議

案付託表のとおり所管の各常任委員会に付託

いたしたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議案第58号から議案第61号まで

の４件は議案付託表のとおり所管の各常任委

員会に付託することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑、討論、委員会付託の省略 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第62号監

査委員の選任につき同意を求めることについ

ては、人事に関する案件につき、質疑、討論、

委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議案第62号は、質疑、討論、委

員会付託を省略し、直ちに採決することに決

定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【生田勇人君】 これより議案第62号

の採決を行います。 

 お諮りいたします。議案第62号監査委員の

選任につき同意を求めることについては、こ

れに同意することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議案第62号は、これに同意すること

に決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【生田勇人君】 この際、議案審査の

ため、暫時休憩いたします。 

           午後１時07分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時55分再開 

    ○再   開 

○議長【生田勇人君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議時間の延長 

○議長【生田勇人君】 本日の会議時間は、

議事の都合によりあらかじめ延長します。こ

れにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本日の会議時間を延長すること

に決定しました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【生田勇人君】 日程第２、去る９月

３日、各常任委員会及び決算特別委員会に付

託いたしました議案第49号平成27年度内灘町

一般会計補正予算（第３号）から議案第57号

内灘町ひとり親家庭等医療費給付に関する条

例の一部を改正する条例についてまで及び認

定第１号平成26年度内灘町一般会計歳入歳出

決算認定についてから認定第７号平成26年度

内灘町水道事業会計決算認定についてまでの

16議案並びに、先ほど各常任委員会に付託い

たしました議案第58号平成27年度内灘町国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）から議

案第61号請負契約の締結について〔内灘町総

合公園屋内多目的広場建設工事（電気設備）〕、

そして新規に提出されました請願第４号を一

括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○委員長報告 
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○議長【生田勇人君】 これより各常任委員

会及び決算特別委員会における議案審査の経

過並びに結果の報告を求めます。 

 太田臣宣総務産業建設常任委員長。 

〔総務産業建設常任委員長 太田臣宣君 登壇〕 

○総務産業建設常任委員長【太田臣宣君】 平

成27年第２回定例会９月会議において、総務

産業建設常任委員会に付託されました議案の

審査の経過と結果についてご報告申し上げま

す。 

 付託されました議案につきましては、副町

長及び関係部課長等からそれぞれ詳細な説明

を求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第49

号平成27年度内灘町一般会計補正予算（第３

号）第１条歳入歳出予算の補正中、歳入全部、

歳出１款議会費１項議会費、２款総務費１項

総務管理費、５款労働費１項労働諸費、６款

農林水産業費１項農業費、８款土木費３項都

市計画費、13款諸支出金２項基金費の各款項

及び第２条地方債の補正については、採決の

結果、賛成多数で原案を可とすることに決し

ました。 

 議案第53号内灘町個人情報保護条例の一部

を改正する条例については、妥当と認め、原

案を可とすることに決しました。 

 議案第54号内灘町半島振興対策実施地域に

おける固定資産税の特例に関する条例の一部

を改正する条例については、妥当と認め、原

案を可とすることに決しました。 

 議案第59号非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例の一部を改正する条例について

は、妥当と認め、原案を可とすることに決し

ました。 

 議案第60号請負契約の締結について〔内灘

町総合公園屋内多目的広場建設工事（建築）〕

及び議案第61号請負契約の締結について〔内

灘町総合公園屋内多目的広場建設工事（電気

設備）〕の２議案については、いずれも妥当

と認め、原案を可とすることに決しました。 

 次に、新規に提出されました請願の審査の

結果をご報告いたします。 

 請願第４号「平和安全法制」２法案に反対

する意見書の提出を求める請願については、

採決の結果、賛成尐数で不採択とすることに

決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成27年９月17日 

 総務産業建設常任委員会委員長 太田臣宣 

○議長【生田勇人君】 川口正己文教福祉常

任委員長。 

 〔文教福祉常任委員長 川口正己君 登壇〕 

○文教福祉常任委員長【川口正己君】 平成

27年第２回定例会９月会議において、文教福

祉常任委員会に付託されました議案の審査の

経過と結果についてご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、教育

長及び関係部課長からそれぞれ詳細な説明を

求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第49号

平成27年度内灘町一般会計補正予算（第３号）

第１条歳入歳出予算の補正中、歳出２款総務

費３項戸籍住民基本台帳費、３款民生費１項

社会福祉費、２項児童福祉費、３項国民年金

事務取扱費、４款衛生費１項保健衛生費、10

款教育費１項教育総務費、４項社会教育費の

各款項については、採決の結果、賛成多数で

原案を可とすることに決しました。 

 議案第50号平成27年度内灘町介護保険特別

会計補正予算（第１号）については、妥当と

認め、原案を可とすることに決しました。 

 議案第52号内灘町子ども・子育て会議設置

条例については、妥当と認め、原案を可とす

ることに決しました。 

 議案第55号内灘町手数料徴収条例の一部を

改正する条例については、採決の結果、賛成

多数で原案を可とすることに決しました。 

 議案第56号乳児及び児童の医療費助成に関

する条例の一部を改正する条例については、

妥当と認め、原案を可とすることに決しまし



 －72－ 

た。 

 議案第57号内灘町ひとり親家庭等医療費給

付に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、妥当と認め、原案を可とすることに決

しました。 

 議案第58号平成27年度内灘町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）については、妥

当と認め、原案を可とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成27年９月17日 

 文教福祉常任委員会委員長 川口正己 

○議長【生田勇人君】 中川達決算特別委員

長。 

 〔決算特別委員長 中川達君 登壇〕 

○決算特別委員長【中川達君】 平成27年第

２回内灘町議会定例会９月会議において、当

決算特別委員会に付託されました議案第51号

平成26年度内灘町水道事業会計未処分利益剰

余金の処分について及び各会計決算認定につ

いて、議案の審査の結果と経過についてご報

告を申し上げます。 

 今回の決算審査に当たり、委員各位には長

時間にわたり慎重審議をしていただきました

ことに対し、心から敬意をあらわし、感謝を

申し上げます。 

 委員からは活発な質疑質問が行われ、それ

らに対し説明並びに関係資料の提出を求め、

了としたところであります。 

 この結果、議案第51号平成26年度内灘町水

道事業会計未処分利益剰余金の処分について

は、原案を可とし、認定第１号平成26年度内

灘町一般会計歳入歳出決算認定について、認

定第２号平成26年度内灘町公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算認定について、認定第３

号平成26年度内灘町新エネルギー事業特別会

計歳入歳出決算認定について、認定第４号平

成26年度内灘町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、認定第５号平成26年度

内灘町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について、認定第６号平成26年度内灘町

介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、

認定第７号平成26年度内灘町水道事業会計決

算認定については、いずれも原案のとおり認

定することに決定いたしました。 

 なお、委員会審査の過程において出された

意見の中から、本委員会として、次の主な諸

点について指摘をしておきたいと思います。 

 その１点目として、町内の農林水産業を積

極的に応援してほしいということです。これ

は、北陸新幹線金沢開業に相まって北陸地方

の食が大変注目されている中、これを契機に

砂丘地のラッキョウや河北潟干拓地の農産物

等、そして漁業の面において、イベントも絡

めて何か付加価値をつけていくよう工夫をし

ていただきたいというものでございます。 

 次に、２点目として、内灘海水浴場の浜茶

屋に対し、健全運営を指導してほしいという

ものです。内灘海水浴場は、毎年夏のシーズ

ンには県内外からたくさんの方々が訪れ大変

にぎわっております。そこで、営業している

浜茶屋に対しては、石川県や関係機関と連携

し、シーズン外の建物の撤去も含め、営業時

間の厳守や風紀の徹底など、健全な運営を指

導していただきたいと思います。 

 次に、第３点目として、町内各所にありま

す公園の管理を地域住民の手で管理していく

アダプト制度に切りかえていくようにしてほ

しいということです。このアダプト制度の趣

旨を町民の皆様に理解してもらうことにより、

より愛着を持っていただけるものと考えるも

のでございます。 

 次に、４点目として、文化会館や給食セン

ター等の町内の公共施設には、築後かなりの

年数を経たものがあり老朽化が進んできてい

ることから、中長期の整備改修計画の策定を

進めるべきというものでございます。 

 次に、５点目として、年間を通じて開催さ

れるイベント、行事には内灘町の独自性を取



 －73－ 

り入れるなど、趣向を凝らして取り組んでい

ただきたいというものであります。 

 次に、６点目として、災害対策についてで

あります。先日も台風の影響から、河川の氾

濫による浸水被害が各地で起こっております。

内灘町においてもゲリラ豪雨等により浸水被

害が発生しており、今後尐しでも被害が軽減

されるよう、その対応策の一つとして、雨水

浸透施設を設置する際の既存の補助事業をも

っと町民に利用していただくよう、積極的に

呼びかけてほしいというものであります。 

 次に、７点目として、人間ドック助成事業

やヘルスアップ事業、特定健診への受診をも

っと効果的に町民の皆様へお知らせして健康

福祉の向上を目指していただきたいと思いま

す。 

 次に、８点目として、上水道における自己

水の確保を検討してほしいというものであり

ます。 

 最後の９点目として、コミュニティバスの

増車と運行ルートの見直しを行い、公共交通

の利便性を高める検討を進めていくべきとい

うことであります。 

 以上９点の指摘事項のほか、７項目の指摘

事項もあわせまして、今後の予算編成及び執

行に十分反映されるよう強く要望し、審査の

報告といたします。 

 平成27年９月17日 

 決算特別委員会委員長 中川達 

○議長【生田勇人君】 これをもって各委員

長の報告を終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑の省略 

○議長【生田勇人君】 なお、昨日までに委

員長報告に対する質疑の通告がありませんで

したので、質疑なしとして質疑を省略いたし

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【生田勇人君】 次に、討論に入りま

す。 

 討論ありませんか。 

 10番、清水議員。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10番【清水文雄君】 10番、清水です。 

 議案第49号平成27年度内灘町一般会計補正

予算（第３号）、２款１項７目情報管理費及

び３項１目戸籍住民基本台帳費に反対の立場

で討論をいたします。あわせて、請願第４号

「平和安全法制」２法案に反対する意見書の

提出を求める請願については賛成の立場での

討論をさせていただきます。 

 まずは一般会計、２款１項７目情報管理費

及び３項１目戸籍住民基本台帳費に反対の立

場。 

 これは、今回のナンバー法に基づくマイナ

ンバー制度の最大の特徴というのは、これら

の番号を統一をして共通番号とする点にあり

ます。これによって行政の効率化が部分的に

は進むかもしれませんけれども、それ以上に

情報の悪用価値が上がり、流出のリスクが飛

躍的に高まるのであります。管理社会への懸

念も強まっております。 

 共通番号は世界各国の常識であるかのよう

にも言われていることを時々耳にしますけれ

ども、全国民強制、生涯不変、官民共通利用

は、韓国やシンガポールなど、世界でもごく

一部の国にしかありません。韓国では、情報

の大量流出、成り済まし被害が年々深刻化し

ているのが現状であります。我が国でも年金

情報流出事件があったばかりであります。国

や自治体が税や社会保障に関する個人情報を

管理することには、各方面から批判の声も広

がっているところであります。また、プライ

バシー権を守る上からも、その実施には賛成

できません。 

 加えて、マイナンバー制度は、これは一般

質問でも申し上げたんですが、法定受託事務

でありますから、導入費用は全額国庫負担が

原則であります。しかし、我が町にこれまで



 －74－ 

に1,941万6,000円にも上る大きく重い負担が

のしかかっているのが現状であります。よっ

て、そういう予算面からも反対するものであ

ります。 

 請願第４号「平和安全法制」２法案に反対

する意見書の提出を求める請願に賛成の立場

から討論をいたします。 

 これついてはご存じのとおり、今も国会で

議論がされております。きょうも参議院の特

別委員会で議論がされているところでござい

ますけれども、国民の８割がこの国会では決

めるべきではない、そして６割以上がこの法

律、戦争に導く憲法９条を否定する法律であ

る、そんな意見から反対だという国民の声が

あるわけであります。憲法学者99％が、これ

は明らかに憲法違反だ、そんなことも言われ

ております。それに対するきちっとした国会

の中での議論、答弁もされていないのが現実

であります。 

 そういう意味では、この法案、廃案にして、

さらに国民的議論を重ねていくのが本道だと

いうふうに思うわけでございます。 

 以上の立場から、請願第４号「平和安全法

制」２法案に反対する意見書の提出を求める

請願に賛成の立場で討論をさせていただきま

した。 

 皆様の適切なる判断をお願いをしたいと思

います。 

 以上です。 

○議長【生田勇人君】 他に討論ありません

か。 

 ２番、磯貝幸博議員。 

   〔２番 磯貝幸博君 登壇〕 

○２番【磯貝幸博君】 議席番号２番、磯貝

幸博です。 

 私は、請願第４号「平和安全法制」２法案

に反対する意見書の提出を求める請願につい

て、委員会では賛成尐数で不採択となりまし

た。私は不採択に賛成の立場で討論させてい

ただきます。 

 近年、海上保安庁との船と中国漁船との接

触事故があり、何もできない当局対応に対し

て、どうして何もできないのかといら立ちや

無力感を覚えたことは強く記憶にとどまると

ころでございます。 

 近隣諸国関係を見ますと、その動向には危

機感をあおるものが多数見られます。連日の

ように領海、領空を侵犯する公船や航空機に、

過去にない回数のスクランブル発進等を強い

られております。突然のミサイル試射予告な

ど、およそ30年前にはなかった脅威も続いて

おります。日本固有の領土である尖閣諸島近

海へは連日のように他国公船が近づき、その

安全を脅かしているところです。 

 また、東シナ海では、共同開発を約束した

中、一方的なガス田開発を行い、南沙諸島で

の埋め立てを強行して、また衛星写真から見

た基地化の動きも大変危惧されるところでご

ざいます。 

 そして、現場に近い石垣市長中山氏は、尖

閣諸島での中国公船の活動や市の上空を北朝

鮮の弾道ミサイルが通過したことに危機感を

表明され、専守防衛に基づく抑止力強化は重

要だ、国境離島の住民安全確保のためしっか

り対応してほしいということで成立を求めて

いるものでございます。また、その他、対馬

とか離島のほう、こちらの皆さんも非常に危

機感を持っているところでございます。 

 そうした中、国会では、すき間のない防衛

による日本国の平和を目指し、過去に類を見

ない長時間の審議を続け議論されております。

日本を守る、まさに安全・安心のための法案

と私は認識しております。 

 この当町、内灘町も、安全・安心を目指す

町として、この法案に沿ったものというふう

に認識もしておりますので、どうぞ皆さんの

ご理解を賜り、ご賛同いただけますようお願

い申し上げ、私の討論を終わりたいと思いま

す。 

○議長【生田勇人君】 他に討論ありません
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か。 

 ８番、北川悦子議員。 

   〔８番 北川悦子君 登壇〕 

○８番【北川悦子君】 議席番号８番、北川

悦子です。 

 議案第49号平成27年度内灘町一般会計補正

予算、２款総務費第１項７目情報管理費、そ

れから第３項１目戸籍住民基本台帳費、議案

第53号内灘町個人情報保護条例の一部を改正

する条例について、議案第55号内灘町手数料

徴収条例の一部を改正する条例について、反

対の立場で討論します。先ほども清水議員か

らも討論がありましたように、いずれもマイ

ナンバー制度の運用中止を求めて反対をいた

します。 

 マイナンバー制度の導入は、社会保障と保

険料、税の利用、納付状況など、全国民の個

人情報を一元的に把握、監視し徴収強化でき

るが、国民にも企業にとっても膨大な個人情

報を国が一手に握ることへの懸念、情報漏れ、

不正使用などの不安が広がっています。初期

投資だけでも国のほうでは3,000億円も投じ、

国民へのメリットははっきりしていません。 

 2013年成立の現行法は、対象を税、社会保

障、災害対象に限られていたのに、改正案で

はメタボ健診とか、また銀行口座などにも使

える方針を盛り込んでいます。個人情報、プ

ライバシーの保護について実効性ある対策も

ないことが国会審議の中で明らかになってき

ています。 

 また、情報漏えいや犯罪が際限なく広がる

危険性もあります。同じ制度を既に導入した

米国、韓国では、情報漏えいや成り済まし犯

罪が多発し、制度の根本的見直しが迫られて

います。こうした点からも、各議案に反対を

いたします。 

 また、請願第４号「平和安全法制」２法案

に反対する意見書の提出を求める請願に賛成

の立場で討論をいたします。 

 参議院採決成立を強行に本日、あすにでも

と狙っています。安倍政権が決まって持ち出

す法案は、「日米同盟の抑止力を高め、戦争

を未然に防ぐものだ。戦争法案ではなく、国

民の命と平和な暮らしを守る平和安全法制

だ」とよく言われています。 

 しかし、参議院でも審議が進めば進むほど

危険な中身が明らかになり、反対の声は広が

るばかりではありませんか。法案が可能にす

る集団的自衛権の行使とは、日本が直接武力

攻撃を受けていないのに、存立危機事態を口

実にして、第三国による他国への武力攻撃を

排除するために日本が武力を行使するという

ものです。 

 安倍政権は、限定した集団的自衛権の行使

だから違憲ではないと言いますが、要件を解

釈で厳格に限定したとしても、その効果は、

日本が武力攻撃されていない段階で日本から

先に相手国に武力攻撃をすることを認めるも

のであって、敵国兵士の殺傷を伴い日本が攻

撃の標的となり、国民の命と平和な暮らしを

守るどころか、この法案は戦争法案にほかな

りません。 

 また、法案が抑止力を高めるという点では、

集団的自衛権の行使として武力行使をしてい

る第三国に武力攻撃の矛先を向けると、その

第三国は、反撃の正当な理由の有無にかかわ

らず、事実上、我が国に対し攻撃の矛先を向

けてくることは必至で、集団的自衛権の抑止

力以上に紛争に巻き込まれる危険を覚悟しな

ければなりません。 

 参議院でも審議が進めば進むほど危険な中

身が明らかになってきています。例えば米軍

の武器支援では、核兵器も含めて大量破壊兵

器や非人道兵器を運ぶことが可能であること

も明らかになりました。また、法案提出の前

から自衛隊が米軍に法案の成立を約束し、そ

れを前提に日米共同作戦やＰＫＯでの武力行

使の準備を始めていること等、日本の防衛と

全く無縁なアメリカの指揮下のもとに海外で

無法な戦争に参加することになるでしょう。 
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 紛争を戦争にするのではなく、話し合いと

外交によって解決すること、憲法９条を生か

した外交こそ求められているのではないでし

ょうか。どの世論調査でも、国民多数が憲法

違反、今国会での成立に反対と言っています。

連日、国会包囲し、また全国各地で、強行す

れば大変なことになると訴えられてもいます。 

 現実を直視して、議員の皆さんの賛同をお

願いしたいと思います。 

○議長【生田勇人君】 他に討論ありません

か。 

 ７番、恩道正博議員。 

   〔７番 恩道正博君 登壇〕 

○７番【恩道正博君】 議席７番、恩道正博

です。 

 請願第４号「平和安全法制」２法案に反対

する意見書の提出を求める請願について、反

対の立場から討論をいたします。 

 まず、この問題になっております集団的自

衛権、これは日本が国連から認められており

ます固有の権利であるということで、国連は

全ての国連加盟国に対して個別的自衛権と集

団的自衛権という２つの自衛権を認めており

ます。 

 個別的自衛権とは、ご存じのとおり、自国

が不法な攻撃を受けた際に自衛し反撃する当

然の権利でありますけれども、集団的自衛権

とは、同盟国や親密な関係にある他国がどこ

かの国から不法な攻撃を受けた場合に、その

被害国の要請によりその国を支援し、一緒に

反撃する権利をいいます。つまり、国連は、

反撃する権利を当事国だけではなく同盟国に

も与えていることです。 

 そもそも同盟とは、そのような有事の際に

協力するために結ばれるものでありますから、

もし仮に国連が集団的自衛権を認めずに、全

加盟国が自国の軍事力だけで自国を守らなけ

ればならないとしたら、全ての国が軍事的に

孤立をしてしまい、必然的に軍事力の大きな

強さがそのまま国際社会での発言力の強さと

いうことになってきます。つまり、集団的自

衛権は世界各国の団結を可能にし、各国の軍

事力を結びつけることで各国の孤立を防ぐと

いう大きな役割を果たしております。 

 また、国連加盟国の中では、私の調べでは、

どこの国でも行使はできるという立場をとっ

ておりますけれども、行使できないという立

場は日本だけであります。これまで集団的自

衛権を容認しなかった日本は、どこの国を助

けることもできなかった反面、どこの国から

も助けてもらえない状況でありました。本来

ならば国際社会で孤立しているはずが、実際

には、戦後、日本は軍事的に孤立をしていま

せんでした。 

 その原因は、アメリカと安全保障条約を締

結し、アメリカが有事の際には日本を助ける

という約束をしていてくれたからであります。

また、日本全国各地には米軍基地が存在して

いたことも大きな要因でありました。イラク

戦争時に自衛隊をサマーワへ派遣させられた

ように、集団的自衛権を行使できずとも自衛

隊を戦地に派遣させられることになるわけで

す。 

 そのようなことから、集団的自衛権の行使

容認は安全保障の面でもアメリカ依存の体質

から解消にもつながり、将来的には自前の軍

備を中心にアジアの近隣諸国との同盟関係を

機能させることによって、自国の領土を守れ

るようにするための第一歩として位置づけら

れたものと私は思います。 

 以上のことから、請願第４号に反対の立場

です。 

 議員各位には賛同をぜひお願いをいたしま

して、私の反対討論を終わります。 

○議長【生田勇人君】 他に討論ありません

か。──討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【生田勇人君】 これより議案の採決
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に入ります。 

 まず、議案第49号平成27年度内灘町一般会

計補正予算（第３号）を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

に決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立多数であります。

よって、議案第49号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第50号平

成27年度内灘町介護保険特別会計補正予算

（第１号）、議案第51号平成26年度内灘町水

道事業会計未処分利益剰余金の処分について

並びに議案第52号内灘町子ども・子育て会議

設置条例についての３議案を一括して採決い

たします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

に決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議案第50号、議案第51号並びに議案

第52号の３議案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第53号内

灘町個人情報保護条例の一部を改正する条例

についてを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立多数であります。

よって、議案第53号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第54号内

灘町半島振興対策実施地域における固定資産

税の特例に関する条例の一部を改正する条例

についてを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議案第54号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第55号内

灘町手数料徴収条例の一部を改正する条例に

ついてを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立多数であります。

よって、議案第55号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第56号乳

児及び児童の医療費助成に関する条例の一部

を改正する条例について、議案第57号内灘町

ひとり親家庭等医療費給付に関する条例の一

部を改正する条例について並びに議案第58号

平成27年度内灘町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）の３議案を一括して採決いた

します。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議案第56号、議案第57号並びに議案

第58号の３議案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第59号非

常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例について、議案第60号請

負契約の締結について〔内灘町総合公園屋内

多目的広場建設工事（建築）〕並びに議案第

61号請負契約の締結について〔内灘町総合公

園屋内多目的広場建設工事（電気設備）〕の

３議案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議案第59号、議案第60号並びに議案

第61号の３議案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、認定第１号平

成26年度内灘町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてを採決いたします。 

 本決算に対する委員長の報告は、これを認

定するものであります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

これを認定することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、認定第１号はこれを認定することに

決定をいたしました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、認定第２号平

成26年度内灘町公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算認定について及び認定第３号平成26

年度内灘町新エネルギー事業特別会計歳入歳

出決算認定についての２決算を一括して採決

いたします。 

 本決算２件に対する委員長の報告は、いず

れもこれを認定するものであります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

これを認定することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、認定第２号及び認定第３号の２決算

はこれを認定することに決定をいたしました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、認定第４号平

成26年度内灘町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、認定第５号平成26年度

内灘町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について並びに認定第６号平成26年度内

灘町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いての３決算を一括して採決いたします。 

 本決算３件に対する委員長の報告は、いず

れもこれを認定するものであります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

これを認定することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、認定第４号、認定第５号並びに認定

第６号の３決算は、これを認定することに決

定をいたしました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、認定第７号平

成26年度内灘町水道事業会計決算認定につい

てを採決いたします。 

 本決算に対する委員長の報告は、これを認

定するものであります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

これを認定することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

   〔賛成者起立〕 
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○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、認定第７号はこれを認定することに

決定いたしました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、新規に提出さ

れました請願を採決いたします。 

 請願第４号「平和安全法制」２法案に反対

する意見書の提出を求める請願を採決いたし

ます。 

 本請願に対する委員長の報告は、不採択で

あります。 

 したがって、原案について採決いたします。 

 お諮りいたします。請願第４号「平和安全

法制」２法案に反対する意見書の提出を求め

る請願に賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立尐数であります。

よって、請願第４号は不採択とすることに決

定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【生田勇人君】 日程第３、議会議案

第７号内灘町議会会議規則の一部を改正する

規則の提出について及び議会議案第８号内灘

町議会傍聴規則の一部を改正する規則の提出

についての２議案を一括して議題といたしま

す。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由、質疑、討論の省略 

○議長【生田勇人君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております２議案につき

ましては、会議規則第39条第３項の規定によ

り、提案理由の説明及び質疑、討論を省略し、

直ちに採決いたしたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、ただいま議題となっております

２議案は、提案理由の説明及び質疑、討論を

省略し、直ちに採決することに決定いたしま

した。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【生田勇人君】 これより議案の採決

に入ります。 

 議会議案第７号内灘町議会会議規則の一部

を改正する規則の提出について及び議会議案

第８号内灘町議会傍聴規則の一部を改正する

規則の提出についての２議案を一括して採決

いたします。 

 お諮りいたします。各議案は、原案のとお

り決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議会議案第７号及び議会議案第８号

は原案のとおり可決されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【生田勇人君】 日程第４、議会議案

第９号内灘町議会政務活動費の交付に関する

条例を廃止する条例の提出について、議会議

案第10号内灘町議会政務活動費の交付に関す

る規程を廃止する規程の提出についての２議

案を一括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【生田勇人君】 これより提出者から

提案理由の説明を求めます。９番、夷藤満議

員。 

   〔９番 夷藤満君 登壇〕 

○９番【夷藤満君】 議会議案第９号及び第

10号内灘町議会政務活動費の交付に関する条

例を廃止する条例等の提案理由の説明を述べ

させていただきます。 

 近年、尐子・高齢化、高度情報化等の進展

とともに、国民の価値観の多様化、選挙権年

齢の引き下げなど、時代は大きく変革のとき

にあります。こうした状況の中、本町におき

ましては、地域福祉の向上、教育、文化の充
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実、都市基盤や生活環境の整備、産業の振興

など幅広い分野における施策に積極果敢に取

り組み、着実に発展を遂げております。 

 これからの時代における地方自治体は、地

方分権が今や実行の段階を迎え、自己決定権

や自己責任がより一層拡大していくものと思

われます。 

 これらに対応していくため、地方版総合戦

略の策定と実行、あるいは行財政改革などを

さらに推し進めるとともに、将来を見据えた

特色あるまちづくりと地方の自立のための施

策をさらに加速させていかなければならない

と考えております。また、地方議会におきま

しては、議員みずからが厳しい姿勢を堅持し、

より一層自己研さんに精励していくことが求

められております。 

 内灘町議会では、本年４月の統一地方選挙

におきまして、議員定数をこれまでの16名か

ら13名へと３名削減し、現在、尐数精鋭で精

力的に議員活動を行っているところでござい

ます。 

 平成13年10月から交付されております政務

調査費、現在の政務活動費でございますが、

石川県内にある８つの町議会のうち、この制

度の適用を受けているのは当町以外では１つ

の議会だけでございます。その議会におきま

しても、今年度末で政務活動費の交付を廃止

する方向であることを認識しております。こ

れらの諸事情を考慮し、さらには近年政務活

動費の使途をめぐる問題が国内で相次いで起

きている等の社会情勢を鑑み、当議会の透明

性をより一層高め、町民からの信頼をさらに

厚くしていくことが必要であると確信した次

第でございます。 

 よって、このたび、政務活動費を廃止する

ことが妥当であると判断し、内灘町議会政務

活動費の交付に関する条例等を廃止する議案

を提出させていただきましたので、どうか議

員各位には、これらの趣旨を十二分にご理解

をいただき、ご賛同を賜りますようお願いを

申し上げ、提案理由の説明といたします。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

○議長【生田勇人君】 提案理由の説明が終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【生田勇人君】 次に、質疑に入りま

す。 

 質疑ございませんか。 

 10番、清水議員。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10番【清水文雄君】 10番、清水文雄でご

ざいます。 

 議会議案第９号内灘町議会政務活動費の交

付に関する条例を廃止する条例の提出につい

て、議会議案第10号内灘町議会政務活動費の

交付に関する規程を廃止する規程の提出につ

いて、今ほど夷藤議員のほうから提案理由の

説明ございましたけれども、２点にわたって

質問をさせていただきます。 

 この議案については、私は、この問題を議

論する議会全員協議会の場で、議員報酬と政

務活動費は別個に考える必要があると再三再

四申し上げてきました。したがって、政務活

動費は厳格に運用し、透明性の確保に努める

のが当然であります。同時に、議員の政策形

成に、夷藤議員も言われましたけれども、地

方分権時代、政策形成に必要と考えていると

ころでございます。 

 この間の議論では、議員報酬に政務活動費

を含める等の考えが示されております。もち

ろん議員の報酬の額並びに町長及び副町長の

給料の額等については、内灘町特別職報酬等

審議会条例の規定に基づいて、内灘町特別職

報酬等審議会を設置をして決定をしていくの

は論をまちません。 

 そうしたことから、まず１点は、議員報酬

と政務活動費についてどのように考えている

のかお尋ねをいたします。 

 ２点目に、町民の中には、「政務活動費は
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必要な費用なら出せばいい。報酬に含めると

活動しない人にも支払うことになる」、こん

な声もあるわけでございます。議員報酬に政

務活動費を含めるなどというのは、議会議員

の資質の向上に反することにならないのか。 

 この２点について質問をいたします。 

○議長【生田勇人君】 ９番、夷藤満議員。 

   〔９番 夷藤満君 登壇〕 

○９番【夷藤満君】 今ほどの清水議員の質

疑でございますけれども、２点ございました。 

 議員報酬と政務活動費のあり方についてと

いうことで、まず１点目、お答えしたいと思

います。今は議員報酬の話を進めているわけ

ではありません。あくまでも、議員に今支出

されておられます政務活動費について廃止の

案を提出したということでございまして、議

員報酬の考えは今議論している最中ではあり

ません。 

 そして２番目の、町民の中には出してもよ

いというような声があるということもおっし

ゃいましたけれども、議員の皆様が町民の皆

様のもとへ飛び込んでって、今まさにそうい

った活動をしとるということが議員の活動だ

と私は考えております。それがお金が、この

政務活動費がなければそれができないかとい

ったら、それは私は議員としておかしいんで

はないかなと。今まさにその行動ということ

自身が政務活動の一環として、町民の中に開

かれた議会として、皆さんが出て行っていろ

いろな声を吸い上げてきてこの場に提出する

というのが、私は議員としての資格だと思っ

ております。 

 この政務活動費につきましては、やはり支

出の項目が、まだ内灘町では定額という形の

中で透明性がはっきりしないということ、そ

して日常生活でも皆様が使われる、そういっ

た用途でしか今許可されていないということ

が非常に不透明だという観点から、この条例

で廃止を訴えているものでございますので、

どうかご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長【生田勇人君】 他に質疑ありません

か。――質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【生田勇人君】 次に、討論に入りま

す。 

 討論ございませんか。 

 ８番、北川悦子議員。 

   〔８番 北川悦子君 登壇〕 

○８番【北川悦子君】 議席番号８番、北川

です。 

 議会議案第９号内灘町議会政務活動費の交

付に関する条例を廃止する条例の提出につい

て、議会議案第10号内灘町議会政務活動費の

交付に関する規程を廃止する規程の提出につ

いて、反対の立場で討論します。 

 内灘町議会政務活動費の交付に関する条例

第２条は「政務活動費は、会派が実施する調

査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民

相談、各種会議への参加等町政の課題及び町

民の意思を把握し、町政に反映させる活動そ

の他の住民福祉の増進を図るために必要な活

動に要する経費に対して交付する」というふ

うになっています。政務活動費がなくても議

員として活動することは当たり前という意見

もあります。 

 しかし、廃止することは、議員活動に保証

されている政務活動を狭め、議会改革の後退

になると思います。活動費の額、政務活動に

要する経費については不透明だという意見、

またアンケート等の意見等を反映させて今後

考えていけばよいというふうに思います。 

 先ほども質問に対するお話がありましたが、

議員報酬アップと抱き合わせの政務活動費廃

止がうかがえます。あくまでも政務活動費廃

止だと、議員報酬については考えていないと

いうお話でもありましたが、それであればな

おさら、若い人たちの応援をするためにも、
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この政務活動費というものは大事なものだと

いうふうに思います。 

 数々の内灘町は議会改革をしてきました。

後退することなく、町民の立場に立った改革

を願い、反対の討論をさせていただきました。 

○議長【生田勇人君】 ４番、太田臣宣議員。 

   〔４番 太田臣宣君 登壇〕 

○４番【太田臣宣君】 議席番号４番、太田

臣宣でございます。 

 議会議案９号の内灘町議会政務活動費の交

付に関する条例を廃止する条例の提出につい

てと議会議案第10号内灘町議会政務活動費の

交付に関する規程を廃止する規程の提出につ

いて、私はこの両議会議案について賛成の立

場で討論をさせていただきます。 

 私は、ここに賛成議員として名前も連ねさ

せていただきました。 

 昨今の社会情勢、どうでしょうか。マスコ

ミ等々でいろいろ報じられておることは、議

員の皆様ご承知のことと思います。 

 政務活動費については、本当に町民の皆様

からのお話を聞いていても、「何に使っとる

んや」と聞かれてはっきり答えやすいでしょ

うか。新聞代、通信費、通信費等には携帯電

話、インターネット等々いろいろ含まれとる

わけであります。一般の家庭でも、皆さん自

分のお金で支払いながら自分の生活の向上の

ために使っとるわけであります。議員も同じ

やと思います。議員活動をするために、政務

活動費がなくても、議員の報酬の中から自分

の活動をしっかりしてこそ議員の務めではな

いかと思います。 

 また、本当に不透明という話も夷藤議員の

ほうから先ほどありました。本当にはっきり

と答えられるような活動費になってこそ本当

の活動費であります。内灘町の政務活動費は

２万円であります。町民に２万円って言うと

そう多くは聞こえないかもしれません。でも、

その中身を説明することによって、本当に伝

わっているのでありましょうか。昨今の社会

情勢等々を勘案してみましても、議員個人の

資質向上に見ましても、政務活動費を廃止す

ることによって何ら支障はないものと私は考

えております。 

 また、石川県の市町村を見回しましても、

町議会においては内灘町ともう一つの町だけ

でございます。もう一つの町も10月には廃止

の方向ということで報道等々にも出ていたこ

とは皆さんご存じのとおりかと思います。こ

の内灘町において、内灘町だけが石川県の中

で政務活動費を認めとるという状況が本当に

よいのでありましょうか。 

 議員の皆さんに本当にしっかりとした判断

をしていただき、この議会議案に賛同してい

ただけるようお願い申し上げまして、私の賛

成の討論とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長【生田勇人君】 10番、清水文雄議員。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10番【清水文雄君】 10番、清水文雄でご

ざいます。 

 議会議案第９号内灘町議会政務活動費の交

付に関する条例を廃止する条例の提出につい

て、議会議案第10号内灘町議会政務活動費の

交付に関する規程を廃止する規程の提出につ

いて、反対の立場から討論をいたします。 

 提案理由にもございました。議会議員は、

地域における民主主義の発展と町民福祉の向

上のために果たすべき役割が大きくなってお

ります。そのために政務活動費を活用して調

査研究がますます重要になってきているとい

うのが今日の状況です。 

 町議会で、全国的には約２割の町議会が政

務活動費制定をしている。石川県では内灘町

も含めて２町という状況ですけれども、この

政務活動費、先輩議員らが、やっぱり今の新

しい時代に向けて、地方分権時代に向けて議

員の資質向上も果たさなければならん、きち

っとしたチェック機関としてほかのところも

調査研究をしなきゃならん、そんなことを考
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え、中川議員が提案者となって築いてきたも

のでございます。そういう意味では、県内に

１つしかないとか、そんなレベルの話ではご

ざいません。むしろ、内灘町町議会の財産と

してこの制度を守っていくことが重要である

と思います。 

 もちろんそうしていくためには、これまで

にも増して使途の適正性や透明性を高め、議

員の自己研さん、そして資質の向上及び幅広

い視野からの充実強化を積極的に図っていく

ことが重要であります。政務活動費の収支の

チェックについては、今、さまざまなところ

で議論がされておりまして、第三者の専門的

な監査を導入してより一層適正な支出と透明

性の確保を図っていくことも一つの方法とし

て出てきております。 

 先ほども言いましたけれども、町民の中に

は、「必要なものは必要なもの。政務活動費

が必要ならば、議員さんも大変だろうから、

必要なものなら必要で出せばいい。報酬に入

れてしまえば、活動しない人にも支払うこと

になってしまう」、そんな声も率直にあるわ

けでございます。こうしたことから、政務活

動費の廃止は時期尚早、今後町民の意見を聞

くことも含め、慎重に進めなければならない

と私は思います。 

 そんな立場から、この議会議案第９号、第

10号、反対の立場を訴えて、皆さんのご理解

いただきたいと思います。よろしくお願いを

いたします。 

○議長【生田勇人君】 他に討論ありません

か。――討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【生田勇人君】 これより議案の採決

に入ります。 

 議会議案第９号内灘町議会政務活動費の交

付に関する条例を廃止する条例の提出につい

て及び議会議案第10号内灘町議会政務活動費

の交付に関する規程を廃止する規程の提出に

ついての２議案を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。各議案は、原案のとお

り決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立多数であります。

よって、議会議案第９号及び議会議案第10号

は、いずれも可決されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議長及び議会広報対策特別委員会 

     委員の県外行政視察研修等への派 

     遣 

○議長【生田勇人君】 次に、私、議長及び

議会広報対策特別委員会委員の県外行政視察

研修等への派遣についてお諮りいたします。 

 来る９月30日から10月２日までの間、私、

議長を河北郡市議長会視察研修のため東北方

面へ、次に、10月５日から７日までの間、議

会広報対策特別委員会委員と私、議長を議会

広報先進地視察のため鳥取県へ、次に、10月

14日から16日までの間、私、議長を北海道猿

払村との友好交流提携の調印式出席で北海道

へ、次に、10月20日から21日までの間、議会

広報対策特別委員会委員の新任議員３名を全

国議長会議会広報研修のため東京都へ、最後

に、11月10日から11日までの間、私、議長を

豪雪地帯及び町村議会議長会全国大会に出席

のため、同じく東京都へ派遣したいと思いま

す。 

 なお、出張等細部取り扱いについては、あ

らかじめ議長に一任願いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本件は派遣することに決定いた

しました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉議・散会 

○議長【生田勇人君】 以上で今回の定例会
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に付議された議件は全部議了いたしました。 

 よって、平成27年第２回内灘町議会定例会

９月会議を散会いたします。 

 連日、長時間にわたり精力的に審査いただ

きまして、大変ご苦労さまでした。 

           午後３時09分散会 

 地方自治法第123条第２項の規定により、こ

こに署名する。 

 議会議長 

 

 署名議員 

 

 署名議員 


